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遺言をしたいとお考えの方へ，以下の事項をご参考にしてく
ださい。

１．遺言には，次の三種類があります。
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言

２．このうち，③の「秘密証書遺言」は，内容を誰にも知られ
たくない場合に作成しますが，一般的には①の「自筆証書遺
言」か②の「公正証書遺言」の方式がよく用いられますので，
この両者の比較をしながらご説明します。

３．自筆証書遺言
遺言者が，その全文を自分で書きます。名前を書き，印を

押すこと。作成日が特定できるように記載することも必要で
す 。（ 法 改 正 に よ り ， 財 産 目 録 は 自 筆 で な く て も よ く な り ま
した。）

これだけで遺言ができてしまう…と簡単そうですが，法律
上 認 め ら れ る 内 容 で な け れ ば な ら な い こ と は も ち ろ ん の こ
と，その文章を読んで幾通りにも解釈できるような内容だと
かえって争いのもと，折角遺言書を作成しても使い物になら
なかったなどということもあり得ます。それが分かるのは死
んだ後…なんてことも稀ではないのです。

最 近 で は ，「 遺 言 書 作 成 キ ッ ト 」 な る も の も 市 販 さ れ て い
ますが，法律家の関与しない遺言書の作成は絶対にお勧めし
ません。

これに加えて，この「自筆証書遺言」には，下記のとおり
の重大な欠点があるのです（下記５．）。

４．公正証書遺言
遺言書を公証人に作成してもらう方法です。欠点は面倒な

こと，公証役場まで出向く必要があります（公証人が出張も
し て は く れ ま す が ， 割 高 ！ ）。 公 証 人 の 作 成 費 用 も か か り ま
す。

逆に利点としては，公証人という専門家に作成してもらえ
ること，偽造・変造の虞がない，万一紛失しても再発行して
もらえることなどです。

５．おすすめは「公正証書遺言」

上記３．で述べた「自筆証書遺言」の重大な欠点とは，遺
言者の死後，家庭裁判所に『検認』の手続をとらなくてはな
ら な い 』 こ と で す 。『 検 認 』 と は ， 遺 言 書 の 偽 造 ・ 変 造 を 防
止する手続のことです。

家庭裁判所に遺言者の法定相続人全員を呼び出すこともし
ます。このため，法定相続人が誰かが分かるように遺言者の
名前の載った戸籍謄本や除籍謄本全てや，現住所に呼び出し
状を送付するため法定相続人の住民票等を取得して，提出し
ます。

この取得作業が困難な場合が多いのです。相続人間で話合
いがつきそうにないから遺言書を作成したはずなのに，相手
に取ってもらえるはずがない。ましてや，裁判所で顔を合わ
せるのは絶対に避けたい…などのお気持ちはごもっともです
が，『検認』のためには絶対必要です。

そして，「公正証書遺言」はこの『検認』が不要です。
と な れ ば ，「 公 正 証 書 遺 言 」 で 作 成 す る の が 最 善 と 言 え ま

す。遺言者が作成するときに面倒なのか，遺された人が後々
面倒なのか，良くお考え下さい。

６．当事務所でのお手伝い
「公正証書遺言」を作成するのに，何度も公証役場（一番

近くても宇都宮）まで行くのは面倒だという人のために，当
職がお膳立ていたします。

公正証書遺言の作成は，公証人と遺言者が必ず面談をしな
ければならないので，一度は出向く必要がありますが，これ
によってその一度で済みます。

７．追加
上記３．の「自筆証書遺言」には，令和２年７月から，『法

務局保管制度』という選択肢ができました。
これは，紛失や偽造の恐れが高いという欠点を補うため，

法務局で保管してもらえる。よって上記家庭裁判所の『検認』
が不要という長所があります。

しかし，遺言者の死亡後に，相続人や受遺者が法務局に対
して閲覧や証明書の発行を求めると，全相続人等に通知が行
くこと，そして，このため法定相続人が誰かが分かるように，
遺言者の名前の載った戸籍謄本や除籍謄本全てや，現住所に
呼 び 出 し 状 を 送 付 す る た め 法 定 相 続 人 の 住 民 票 等 を 取 得 し
て，提出することは前記『検認』と同じです。

相続関係が複雑だと，この取得の手間がかかり，費用が高
額になることや，遺言から除外された相続人からの不平不満
などが予想されるので，当事務所としては，やはり「公正証
書遺言」が一番のおすすめです。


